
設置台数 ２台６，５８１円

３．７５㎡（Ｗ２.５ｍ×Ｄ１.５ｍ）

【個室型ブースの運営可能時間】
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
※ 閉庁日、年末年始及びその他市の行事等により使用不可となる場合を除く
午前８時３０分から午後５時１５分の範囲内で運営できるものとします。

電源接続部分も貸付面積に含むものとする

最低貸付料（月額）

個室型ブース設置・運営事業者公募

物　件　調　書

（設置場所）　さいたま市役所本庁舎

物件の場所 さいたま市役所本庁舎２階（監査指導課執務室横）

所管部署 財政局　財政部　庁舎管理課

貸付面積

貸付条件等

配置図

電源設備

その他特記事項

【既存設備】
コンセント：ＡＣ １００Ｖ（１個所２口）※壁、床、天井

監査指導課

旧喫茶室

特別会議室

設置場所

倉庫


